
ホスピア玉川　節電の取組 H23.7.1

事務所の明かりを半分程度にする

居室以外のエリアの照明を間引きする

使用していないエリアは消灯する

外灯も間引きする

使用していないエリアの空調は停止する

適切な温度設定を行う

日射を防ぐため、カーテン、すだれ等を活用する。

扇風機等で空気の循環を測る

クールビズを実施しする

太陽熱給湯器を活用する

グリーンカーテンを４階部分に設置する

毎日の朝礼で電気予報に応じて啓蒙活動を行う

エレベータ利用の自粛を呼びかける

照明

空調

その他


